
日額 要支援1 要支援2 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

529円 656円 704円 772円 847円 918円 987円

1,058円 1,312円 1,408円 1,544円 1,694円 1,836円 1,974円

1,587円 1,968円 2,112円 2,316円 2,541円 2,754円 2,961円

73円 90円 101円 110円 120円 130円 139円

146円 180円 201円 220円 240円 259円 278円

218円 270円 302円 330円 360円 389円 417円

608円 752円 841円 918円 1,003円 1,084円 1,162円

1,216円 1,504円 1,681円 1,836円 2,006円 2,167円 2,324円

1,823円 2,256円 2,522円 2,754円 3,009円 3,251円 3,486円

第1段階 1割 1,180円 （食費 300円 ・滞在費 880円 ）

第2段階 1割 1,480円 （食費 600円 ・滞在費 880円 ）

第3段階① 1割 2,370円 （食費 1,000円 ・滞在費 1,370円 ）

第3段階② 1割 2,670円 （食費 1,300円 ・滞在費 1,370円 ）

第4段階 1割 3,511円 （食費 1,445円 ・滞在費 2,066円 ）

第1段階 1割 1,788円 1,932円 2,021円 2,098円 2,183円 2,264円 2,342円

第2段階 1割 2,088円 2,232円 2,321円 2,398円 2,483円 2,564円 2,642円

第3段階① 1割 2,978円 3,122円 3,211円 3,288円 3,373円 3,454円 3,532円

第3段階② 1割 3,278円 3,422円 3,511円 3,588円 3,673円 3,754円 3,832円

第4段階 1割 4,119円 4,263円 4,352円 4,429円 4,514円 4,595円 4,673円

第4段階 2割 4,727円 5,015円 5,192円 5,347円 5,517円 5,678円 5,835円

第4段階 3割 5,334円 5,767円 6,033円 6,265円 6,520円 6,762円 6,997円

要支援1 要支援2 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

第1段階 1割 53,640円 57,960円 60,630円 62,940円 65,490円 67,920円 70,260円

第2段階 1割 62,640円 66,960円 69,630円 71,940円 74,490円 76,920円 79,260円

⑦合　計 第3段階① 1割 89,340円 93,660円 96,330円 98,640円 101,190円 103,620円 105,960円

第3段階② 1割 98,340円 102,660円 105,330円 107,640円 110,190円 112,620円 114,960円

第4段階 1割 123,570円 127,890円 130,560円 132,870円 135,420円 137,850円 140,190円

第4段階 2割 141,810円 150,450円 155,760円 160,410円 165,510円 170,340円 175,050円

第4段階 3割 160,020円 173,010円 180,990円 187,950円 195,600円 202,860円 209,910円

短期入所生活介護事業所野菊　ご利用料金表　　

割合

①基本料

（R6.4～）

（1）基本料金

1割

2割

⑥合　計

月額（30日）

3割

1割

2割

③介護職員

処遇改善加算Ⅱ

（①+②×13.6%)

（R6.6～）

⑤食費・滞在費

（R6.8～）

3割

朝食　370円

昼食　580円

夕食　495円

3割

2割

3割

※生産性向上推進体制加算Ⅱ、1割 10円/月　　2割 20円/月　　3割 30円/月　が加算されます。

6円

12円

18円

36円

72円

108円

※　食費　1,445円（朝食370円・昼食580円・夕食495円）

1割

2割④小　計

②各種加算

(生産性向上推進

体制加算Ⅱを除く)

1割



1割 2割 3割

1割 2割 3割

184円 368円 552円

介護職員等処遇

改善加算Ⅱ
サービス費全体の13.6％ 介護職員等の処遇を改善し、資質向上を図っている。

ご自宅と当事業所間を送迎した場合に算定します。

※曜日（土日祝日）・時間によっては送迎できない場合がござ

います。

（2）各種加算

加算項目

（共通して加算される費用）
算定要件

サービス提供体制

強化加算Ⅲ
18円/日

看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の割合が75％以上であ

る場合。
6円/日 12円/日

夜勤職員配置加算Ⅱ 54円/日

看護体制加算Ⅱ 24円/日

看護体制加算Ⅰ 12円/日

18円/日

4円/日

利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上である場合。

※要支援1・2の方は対象となりません。

36円/日

8円/日

16円/日

常勤の看護師を1名以上配置している場合。

要支援1・2の方は対象となりません。

夜勤を行う介護職員・看護職員の数が最低基準を1名以上上

回っている場合。※要支援1・2の方は対象となりません。

生産性向上推進

体制加算Ⅱ
30円/月

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽

減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対

策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動

を継続的に行っている場合。

※テクノロジーを導入している。

8円/日

10円/月 20円/月

①　口座振替　　・　　②　窓口支払　　・　　③　銀行振込　

岩見沢市・三笠市・栗山町・美唄市

介護保険給付対象外のサービス

貸出用テレビ利用料金 1日につき　100円

※　冷蔵庫については、ユニットの共同冷蔵庫を無料でご利用できます。

利用料金等の支払方法

＜通常の送迎の実施地域＞

その他の加算項目

（該当者に加算される費用）
算定要件

送迎加算

（片道）

　利用料金等の計算は月末締めとし、翌月の10日以降に請求書を発送しますので、請求書の届いた月の末日まで

に次の方法でお支払いください。
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